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第１節 計画の推進 
１－１ 市民・団体・事業者等との協働の推進 

地域社会において、高齢者の生活を支えていくためには、介護保険をはじめとした各種

保健・福祉サービスの提供や関連施設の充実とともに、地域住民の主体的な取組が不可欠

です。市民と行政の協働によるまちづくりを推進するためにも、地域住民が主体となった

ボランティア等の活動を支援するとともに、民生委員・児童委員協議会連合会、自治会、

社会福祉協議会、医師会、医療機関、各介護サービス事業所、介護支援専門員等の関係専

門職種の任意団体、保健所、地域包括支援センターなどと密接に連携し、市全体で地域包

括ケアシステムの構築を目指します。 

 

 

 

１－２ 庁内連携の推進 

本計画は、保健・医療・福祉・介護を中心として、高齢者を取り巻く様々な生活課題を

対象にしたものであることから、保健福祉部局はもとより、ボランティア等の市民活動、

生涯学習、雇用、住宅、まちづくり、防災関係等関連部局が一体となって、関連諸施策へ

の取組を推進していく必要があります。 

本市では、地域福祉の充実に向け、庁内横断的なプロジェクトチームを設置し、高齢者

の「楽しみたい 働きたい 貢献したい」という思いの実現を支援するため、心のこもっ

た地域福祉プロジェクト 2020 を進めています。今後も引き続き、高齢者が「いつまでも 自

分らしく 安心して暮らせるまち 東松山の実現」を目指して、関係部局と連携を図りな

がら、健康寿命の延伸や地域包括ケアシステムの構築に向けた諸施策を推進していきます。 
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第２節 計画の進行管理 
本計画は、高齢者の様々なニーズに柔軟に対応するための行動計画であるとともに、適

正な介護保険料の設定を行う基礎となる計画です。  

毎年度、計画の進捗状況について取りまとめ、東松山市介護保険運営協議会に報告し、

分析・評価を行います。また、計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、「計画⇒

実行⇒評価⇒改善」のＰＤＣＡサイクルを確立し、管理していきます。計画の進捗や効果

の評価の結果、社会状況の変化や新たな国・県の施策、市内の動向などを鑑み、必要に応

じて見直していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の基本的方向に従い、各種

事業を実施する。 

実行（Do） 

■成果目標及び活動指標については、少なくとも年１回は

実績を把握し、その他の関連施策の動向も踏まえながら、

第８期計画の中間評価として分析・評価を行う。 

■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達成状

況等の分析・評価を行う。 

評価（Check） 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要

があると認めるときは、第８期計

画の見直し等を実施する。 

改善（Action） 

■第８期計画の基本的方向、地域包括ケア

システムの充実に向けた具体的な取組等

を示す。 

計画（Plan） 


